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令和７年度 高須浄化センター下水汚泥処理委託業務への参加について

浦戸湾東部流域下水道高須浄化センターから発生する下水汚泥（産業廃棄物）は、資源

循環型社会の構築、環境負荷の軽減等のため、平成 19年度から脱水ケーキの状態で、県内

の再資源化製品製造業者へ搬出しています。

令和７年度の下水汚泥の処理にあたり、高須浄化センター下水汚泥処理委託業務へ新た

に参加を希望される事業者は、下記に留意のうえ、令和７年１月７日（火）までに申請し

てください。

なお継続を希望する事業者については、ＨＰに示すア～エの資料を令和７年１月１０日

（金）までに提出ください。

記

１ 処理の基本方針

（１）資源循環型社会の構築に下水汚泥を活用する。

（２）下水汚泥の活用は、環境に負荷の少ないことを配慮する。

（３）管理者以外が汚泥処理する場合は、流入汚水処理管理者責任や公共性から、リス

ク分散を目指す。

（４）汚泥の減量化や効率的な汚泥処理を目指す。

２ 高須浄化センター下水汚泥処理参加への流れ（新規）

３ 連絡及び問合せ先

高知県土木部公園上下水道課 下水道担当

TEL：０８８－８２３－９８５４

FAX：０８８－８２３－９０３６

Email：171801@ken.pref.kochi.lg.jp

「高知県下水汚泥有効利用検討委員会」（以下、委員会）事前審査

高知県において、処理能力･経済性・資源循環性を総合的に考慮した選定

を実施（提出された書類による審査を予定、１月中旬頃に結果を通知予定）

新規希望事業者は、県へ参加希望の申請（１／７〆切り）

・別添２参加申請書

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可

・事業計画書 ・見積書 ・事業概要の分かる資料 ・決算書の写し

以下の資料を準備の上、委員会において審議（１月下旬～２月を予定）

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可

・ 事業計画書作成要領に基づく事業計画書

・ 見積書（運搬料と処分料の明細の分かるもの）

・ 自社以外の運搬を行う場合は運搬業者の確保と見積書

・ その他審査に必要な書類

委員会の審議を踏まえ、令和７年度業務の見積合わせ･契約（３月頃を予定）


